
平成２１年（２００９年）第５回広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 平成２１年度広島市一般会計補正予算（第４号）

（２） 平成２１年度広島市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）

２　条　例　案

（１） 市議会議員の議員報酬、費用弁 （主な改正内容）

償及び期末手当に関する条例の

一部改正について（企画総務局） 　期末手当の改定によるもの

　　０．３５月分減額

　　施行期日　平成２２年１月１日

（２） 特別職の職員の給与に関する条 （主な改正内容）

例の一部改正について

（企画総務局） 　期末手当の改定によるもの

　　０．３５月分減額

　　施行期日　平成２２年１月１日

予算案 条例案
その他の
議　　案

計

2件 11件 131件 144件
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（３） 一般職の職員の給与に関する条 （主な改正内容）

例等の一部改正について

（企画総務局） 　給与改定によるもの

　　改定率　△０．４１％

　　期末・勤勉手当　０．３５月分減額

　　施行期日　平成２２年１月１日

（４） 広島市児童館条例の一部改正に 児童館を新設するもの

ついて（教育委員会）

　名称　広島市段原児童館

　位置　南区的場町二丁目６番１３号

　施行期日　平成２２年２月１日

（５） 広島市有料道路通行料金条例の 通行料金の徴収期間の満了に伴うもの

廃止について（道路交通局）

　施行期日　平成２２年３月２０日

（６） 広島市自転車等駐車場条例の一 自転車等駐車場を廃止するもの

部改正について（道路交通局）

位　　　　置

　施行期日　平成２２年１０月１日

名　　　　称

広島市広島駅北口第四自転車等駐車場 東区二葉の里三丁目
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（７） 広島市立学校条例の一部改正に 小学校を新設するもの

ついて（教育委員会）

位　　　　置

　施行期日　平成２２年４月１日

（８） 公立大学法人広島市立大学への 公立大学法人広島市立大学の設立に伴い、

職員の引継ぎに関する条例の制 同法人に職員を引き継ぐ本市の内部組織を

定について（市立大学） 定めるもの

　施行期日　平成２２年４月１日

（９） 公立大学法人広島市立大学の重 公立大学法人広島市立大学の設立に伴い、

要な財産を定める条例の制定に 同法人の重要な財産を定めるもの

ついて（市立大学）

　施行期日　平成２２年４月１日

（10） 公立大学法人広島市立大学の設 公立大学法人広島市立大学の設立に伴い、

立に伴う関係条例の整備等に関 関係条例の廃止及び規定の整備を行うもの

する条例の制定について

（市立大学） 　施行期日　平成２２年４月１日

名　　　　称

広島市立春日野小学校 安佐南区山本新町二丁目
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（11） 広島市水道給水条例の一部改正 水道料金の改定によるもの

について（水道局）

　　　平均改定率　△０．５１％

　施行期日　平成２２年４月１日

３　その他の議案

（１） 町及び字の区域の変更について 住居表示の再整備のためのもの

（企画総務局）

（南区の段原山崎町及び段原南二丁目）

現　　　在 変　更　後

段原山崎町字中比治及

び段原南二丁目の各一 段原山崎一丁目

部

（２） 字の区域の変更について 土地改良事業等によるもの

（企画総務局）

（安佐北区白木町）

小字

現在 変更後

西戸石の一部

下モ戸石の一部

上戸石の一部

（佐伯区湯来町）

小字

現在 変更後

上重光の一部

八幡原の一部

西日浦の一部

上跡地の一部

上跡地の一部

大字

井原
下モ戸石

上戸石

下モ戸石

大字

白砂
八幡原

上重光

葛原
流石

石乗

道ノ尾

だんばらみなみ

だん ばら やまさきちょう あざ なか ひ じ

だんばら やまさき

い ばら

しら さご

つづらはら

し も と いし かみ と いし

し も と いし

し も と いしかみ と いし

にし と いし

かみしげ みつ

や はた ばら

にし ひ うら

かみ あと ち

や はた ばら

かみ しげ みつ

みち の お

ながれいし

いし のり

かみ あと ち
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（３） 当せん金付証票の発売金額につ 平成２２年度の当せん金付証票の発売金額

いて（財政局）

　１２０億円以内

（４） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市まちづくり市民交流プラザ

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（５） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市中区民文化センター、広島

　　　　市文化創造センター及び広島市国

　　　　際青年会館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（６） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市東区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（７） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市南区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（８） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市西区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（９） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安佐南区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（10） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市安佐北区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（11） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市安芸区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（12） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市佐伯区民文化センター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（13） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市中区スポーツセンター、広

　　　　島市中央庭球場、広島市中央バレ

　　　　ーボール場及び広島市吉島体育館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（14） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市南区スポーツセンター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（15） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市西区スポーツセンター、広

　　　　島市南観音庭球場及び広島市南観

　　　　音運動広場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（16） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安佐南区スポーツセンター、

　　　　広島市沼田庭球場、広島市祇園運

　　　　動広場及び広島市沼田運動広場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（17） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安佐北区スポーツセンター

　　　　及び広島市高陽体育館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（18） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市安芸区スポーツセンター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（19） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市佐伯区スポーツセンター、

　　　　広島市湯来庭球場、広島市湯来南

　　　　庭球場、広島市上河内庭球場、広

　　　　島市下河内庭球場、広島市新宮苑

　　　　庭球場、広島市湯来運動広場、広

　　　　島市湯来南運動広場、広島市上河

　　　　内運動広場、広島市下河内運動広

　　　　場及び広島市河内体育館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（20） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市クアハウス湯の山

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市スポーツ協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（21） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市馬木近隣運動広場

　２　指定の相手方

　　　　福木学区体育協会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（22） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市湯来下近隣運動広場

　２　指定の相手方

　　　　下五原二町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（23） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島国際会議場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島平和文化センター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日
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（24） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市留学生会館

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島平和文化センター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（25） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市活性化局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市平和記念公園レストハウス

　２　指定の相手方

　　　　株式会社エムケイ興産

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（26） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市活性化局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島ユース・ホステル

　２　指定の相手方

　　　　特定非営利活動法人青少年共育活

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（27） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市中小企業会館

　２　指定の相手方

　　　　株式会社オオケン

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

　　　　動協会　
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（28） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市見張市民農園、広島市三田

　　　　市民農園及び広島市三国市民農園

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市農林水産振興セン

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（29） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市中央老人福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　特定非営利活動法人ワーカーズコ

　　　　ープ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

　　　　ター
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（30） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市東雲老人福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市南区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（31） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市南観音老人福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　三栄産業株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（32） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市吉島老人いこいの家

　２　指定の相手方

　　　　特定非営利活動法人ワーカーズコ

　　　　ープ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（33） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市宇品老人いこいの家

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市南区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（34） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市草津老人いこいの家

　２　指定の相手方

　　　　特定非営利活動法人ワーカーズコ

　　　　ープ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（35） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市佐東老人いこいの家

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安佐南区社会

　　　　福祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－21－



（36） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市沼田老人いこいの家

　２　指定の相手方

　　　　伴学区社会福祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（37） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市矢野老人いこいの家清風荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－22－



（38） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家新宮山荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（39） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家窓山荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－23－



（40） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家さつき荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（41） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家八幡荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－24－



（42） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家倉重荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（43） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家坪井荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－25－



（44） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家中央荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（45） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家五日市荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－26－



（46） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家楽々荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（47） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市老人いこいの家美隅荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－27－



（48） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市船越老人いこいの家鼓が浦

　　　　荘

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（49） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市吉島福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　特定非営利活動法人ワーカーズコ

　　　　ープ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－28－



（50） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市戸坂福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市東区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（51） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市中山福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市東区社会福祉

　　　　協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－29－



（52） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市祇園福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安佐南区社会

　　　　福祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（53） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市可部福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安佐北区社会

　　　　福祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－30－



（54） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市瀬野福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（55） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市畑賀福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－31－



（56） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市阿戸福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（57） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市矢野福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市安芸区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－32－



（58） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市石内福祉センター

　２　指定の相手方

　　　　社会福祉法人広島市佐伯区社会福

　　　　祉協議会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（59） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（健康福祉局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市永安館、広島市可部火葬場、

　　　　広島市湯来火葬場、広島市五日市

　　　　火葬場及び広島市高天原納骨堂

　２　指定の相手方

　　　　ひろしま斎苑管理グループ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－33－



（60） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　自転車駐車場及び中区の自転車等

　　　　駐車場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（61） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　東区、南区及び安芸区の自転車等

　　　　駐車場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日（広島市広島駅北口第

　　　　四自転車等駐車場にあっては、平

　　　　成２２年９月３０日）

－34－



（62） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　西区及び佐伯区の自転車等駐車場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（63） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市市営大手町第一駐車場ほか

　　　　２５施設

　２　指定の相手方

　　　　アマノマネジメントサービス株式

　　　　会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－35－



（64） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市市営広島駅新幹線口駐車場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社不二ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（65） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市市営基町駐車場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－36－



（66） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市市営横川駐車場

　２　指定の相手方

　　　　三栄産業株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（67） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市市営西広島駅南駐車場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社不二ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－37－



（68） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市中央駐車場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社不二ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（69） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市西新天地駐車場

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市都市整備公社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－38－



（70） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　南区の市営住宅、市営店舗及び市

　　　　営住宅等附設駐車場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社第一ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（71） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　安佐南区、安佐北区、安芸区及び

　　　　佐伯区の市営住宅及び市営住宅等

　　　　附設駐車場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社第一ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－39－



（72） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　新牛田公園及び牛田総合公園

　２　指定の相手方

　　　　中国企業株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（73） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（道路交通局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　大芝公園

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市動植物園・公園協

　　　　会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－40－



（74） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　竜王公園

　２　指定の相手方

　　　　株式会社第一ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（75） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　草津公園

　２　指定の相手方

　　　　安芸緑化建設株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－41－



（76） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　西部埋立第五公園

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島勤労者職業福祉セン

　　　　ター

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（77） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　寺迫公園

　２　指定の相手方

　　　　三栄産業株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－42－



（78） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　可部運動公園

　２　指定の相手方

　　　　株式会社オオケン

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（79） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　瀬野川公園

　２　指定の相手方

　　　　株式会社第一ビルサービス

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

－43－



（80） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　佐伯運動公園

　２　指定の相手方

　　　　三栄産業株式会社

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（81） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　河原町公園

　２　指定の相手方

　　　　河原町町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－44－



（82） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　観音原第一公園

　２　指定の相手方

　　　　福田観音原福寿会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（83） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　馬木ハイツ公園

　２　指定の相手方

　　　　馬木ハイツ町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－45－



（84） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　上温品第二公園

　２　指定の相手方

　　　　多美会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（85） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　東青崎公園

　２　指定の相手方

　　　　東青崎町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－46－



（86） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　向洋公園

　２　指定の相手方

　　　　向洋大原町向友クラブ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（87） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　洋光台第二公園

　２　指定の相手方

　　　　向洋新町二丁目シニアクラブ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－47－



（88） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　皆実町第一公園

　２　指定の相手方

　　　　皆実町四丁目寿楽会老人クラブ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（89） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　皆実町第二公園

　２　指定の相手方

　　　　皆実町四丁目寿楽会老人クラブ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－48－



（90） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　皆実町第四公園

　２　指定の相手方

　　　　平和住宅むつみ会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（91） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　仁保公園

　２　指定の相手方

　　　　仁保旭ヶ丘町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－49－



（92） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　仁保第一公園

　２　指定の相手方

　　　　仁保旭ヶ丘町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（93） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　仁保第二公園

　２　指定の相手方

　　　　仁保ニュー旭ヶ丘町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－50－



（94） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　己斐上第三公園

　２　指定の相手方

　　　　己斐共立ハイツ町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（95） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　己斐上第五公園

　２　指定の相手方

　　　　己斐上四区町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－51－



（96） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　己斐上第六公園

　２　指定の相手方

　　　　己斐上町二区町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（97） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　兵庫谷公園

　２　指定の相手方

　　　　己斐共立ハイツ町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－52－



（98） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　大迫第一公園

　２　指定の相手方

　　　　大迫団地町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（99） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　茶臼台公園

　２　指定の相手方

　　　　茶臼台町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－53－



（100） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　庚午第一公園

　２　指定の相手方

　　　　庚午北町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（101） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　東野公園

　２　指定の相手方

　　　　東野第二福笑会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－54－



（102） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　古市第二公園

　２　指定の相手方

　　　　古市明朗会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（103） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　古市第三公園

　２　指定の相手方

　　　　古市橋新和会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－55－



（104） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　大町公園

　２　指定の相手方

　　　　大町富士団地町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（105） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　大町第三公園

　２　指定の相手方

　　　　大町富士団地町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－56－



（106） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　上安第二公園

　２　指定の相手方

　　　　萩原町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（107） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　高取第四公園

　２　指定の相手方

　　　　恵木自治会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－57－



（108） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　高取南緑地

　２　指定の相手方

　　　　恵木自治会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（109） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　亀崎第三公園

　２　指定の相手方

　　　　亀崎支援夕やけ会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－58－



（110） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　高陽ニュータウン第七公園

　２　指定の相手方

　　　　亀崎支援夕やけ会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（111） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　光掛第一公園

　２　指定の相手方

　　　　光掛第一児童公園管理組合

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－59－



（112） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　光掛第二公園

　２　指定の相手方

　　　　光掛睦会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（113） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　落合南第七公園

　２　指定の相手方

　　　　Kurakake　Daddy's　Club

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－60－



（114） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　はすが丘南第三公園

　２　指定の相手方

　　　　はすが丘南第三公園グリングルー

　　　　プ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（115） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　中小田公園

　２　指定の相手方

　　　　中小田町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－61－



（116） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　三入第一公園

　２　指定の相手方

　　　　郷土を愛する会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（117） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　下瀬野第二公園

　２　指定の相手方

　　　　桑原町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－62－



（118） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　みどり坂第二公園

　２　指定の相手方

　　　　ひまわりの会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（119） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　花上公園

　２　指定の相手方

　　　　花上老人クラブ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－63－



（120） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　石内流通第一公園

　２　指定の相手方

　　　　広島市佐伯区ゲートボール連合

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（121） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　千同第三公園

　２　指定の相手方

　　　　千同上町内会

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－64－



（122） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（都市整備局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　藤垂園第一公園

　２　指定の相手方

　　　　藤垂園若返りクラブ

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（123） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（経済局）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市西新天地公共広場

　２　指定の相手方

　　　　株式会社エムケイ興産

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

－65－



（124） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（教育委員会）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市似島臨海少年自然の家

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日

（125） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（教育委員会）

　１　指定に係る公の施設

　　　　広島市三滝少年自然の家及び広島

　　　　市グリーンスポーツセンター

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市ひと・まちネット

　　　　ワーク

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２６年

　　　　３月３１日
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（126） 公の施設の指定管理者の指定に 公の施設の指定管理者を指定するもの

ついて（市民局）

　１　指定に係る公の施設　

　　　　広島市映像文化ライブラリー

　２　指定の相手方

　　　　財団法人広島市文化財団

　３　指定の期間

　　　　平成２２年４月１日～平成２７年

　　　　３月３１日

（127） 市道の路線の廃止について 南４区４７０号線ほか５路線

（道路交通局）

（128） 市道の路線の認定について 中２区２０９号線ほか２１路線

（道路交通局）
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（129） 公立大学法人広島市立大学に承 公立大学法人広島市立大学を設立すること

継させる権利を定めることにつ に伴い、同法人に承継させる権利として、

いて（市立大学） 土地及び建物を定めるもの

（130） 財産の無償譲渡について 公立大学法人広島市立大学を設立すること

（市立大学） に伴い、教員住宅等建物借上げにおける敷

金に係る債権を同法人に無償で譲渡するも

の

（131） 契約の締結について 広島市新火葬場（仮称）新築工事

（健康福祉局）

　請負金額　17億1,643万5,000円

　請 負 人　安藤建設株式会社
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［追加提出予定案件］

（１） 財産の取得について 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特

（教育委員会） 別支援学校用デジタルテレビ（中区分）の

取得

（２） 財産の取得について 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校用デ

（教育委員会） ジタルテレビ（東区分）の取得

（３） 財産の取得について 小学校、中学校及び高等学校用デジタルテ

（教育委員会） レビ（南区分）の取得

（４） 財産の取得について 小学校及び中学校用デジタルテレビ（西区

（教育委員会） 分）の取得

（５） 財産の取得について 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校用デ

（教育委員会） ジタルテレビ（安佐南区分）の取得

（６） 財産の取得について 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校用デ

（教育委員会） ジタルテレビ（安佐北区分）の取得

（７） 財産の取得について 小学校、中学校及び高等学校用デジタルテ

（教育委員会） レビ（佐伯区分）の取得

（８） 財産の取得について 小学校、中学校及び特別支援学校用電子黒

（教育委員会） 板機能付きデジタルテレビの取得
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（９） 副市長の選任の同意について 任期満了によるもの

（企画総務局）

［参考］

（１） 人権擁護委員候補者の推薦につ 任期満了によるもの

いて（市民局）
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